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【宿泊税の制度設計①】宿泊税導入自治体における税率等一覧

H29年1月
条例施行時

H30年9月議会
改正条例

税率

一人一泊について宿泊料金

が

①１万円以上１万５千円未満

100円

②１万５千円以上　200円

一人一泊について宿泊料金

が

①１万円以上１万５千円未満

100円

②１万５千円以上２万円未満

200円

③２万円以上　300円

一人一泊について宿泊料金

が

①７千円以上１万５千円未満

100円

②１万５千円以上２万円未満

200円

③２万円以上　300円

一人一泊について宿泊料金

が

①２万円未満　200円

②２万５千円以上５万円未満

500円

③５万円以上　1,000円

一人一泊について宿泊料金

が

①２万円未満　200円

②２万円以上　500円

～７千円 非課税 非課税 非課税 200円 200円

～１万円 非課税 非課税 100円 200円 200円

～1.5万円 100円 100円 100円 200円 200円

～２万円 200円 200円 200円 200円 200円

～５万円 200円 300円 300円 500円 500円

５万円～ 200円 300円 300円 1,000円 500円

税収
約25億円

（H30当初予算ベース）
約46億円 約7億円

金沢市

約8億円
（H30当初予算ベース）

課税団体 東京都

大阪府

京都市
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【宿泊税の制度設計②】宿泊税を課する主体について

① 観光は一つの市町村にとどまらず、行政の区域を越えて、県内を広く周遊するといった広域性がある。

② 全国知事会地方税財政常任委員会「新しい地方税源と地方税制を考える研究会報告書」において、

下記のとおり報告されている。

③ 財政力の弱い市町村における観光振興の取組みを支援し、県全体の観光を底上げするためにも、

県が新たな観光振興財源を確保した上で市町村を支援することが、広域自治体としての県の役割である。

「「「「宿泊税宿泊税宿泊税宿泊税」については、」については、」については、」については、上記考え方に基づき、都道府県税として賦課・徴収した上上記考え方に基づき、都道府県税として賦課・徴収した上上記考え方に基づき、都道府県税として賦課・徴収した上上記考え方に基づき、都道府県税として賦課・徴収した上
で、その一部を一定の基準にで、その一部を一定の基準にで、その一部を一定の基準にで、その一部を一定の基準に基づき、地域の実情に応じた創意工夫を活かせる市基づき、地域の実情に応じた創意工夫を活かせる市基づき、地域の実情に応じた創意工夫を活かせる市基づき、地域の実情に応じた創意工夫を活かせる市
町村町村町村町村交付金として配分する交付金として配分する交付金として配分する交付金として配分することがことがことがことが適当ではないか。適当ではないか。適当ではないか。適当ではないか。

全国知事会地方税財政常任委員会全国知事会地方税財政常任委員会全国知事会地方税財政常任委員会全国知事会地方税財政常任委員会
新しい新しい新しい新しい地方税源と地方税制を考える地方税源と地方税制を考える地方税源と地方税制を考える地方税源と地方税制を考える研究会研究会研究会研究会 報告書（報告書（報告書（報告書（平成３０年５月平成３０年５月平成３０年５月平成３０年５月）））） （抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋）
４ 新しい税源についての方向性

（１） 観光客増加と更なる観光客誘致への対応
② 宿泊行為に対する課税に向けた検討

ハ 課税の方式について

地方税法に定める法定税又は法定任意税として新税を創設し、課税する場合には、観光施策における都道府県

と市町村の役割分担等を踏まえ、都道府県税にするか市町村税にするかの整理が必要である。その際、観光地

と宿泊地が異なる場合の受益と負担の関係や、消費税・地方消費税創設以降の特別地方消費税等における対

応、税源の偏在性の存在等を考慮すると、都道府県税として賦課・徴収した上で、その一部を一定の基準に基づ

き市町村交付金として配分する方法や、国税として国が賦課・徴収し、地方譲与税として一定の基準に基づき都

道府県・市町村に譲与するなど地方共同の税財源として位置付けることも考えられる。なお、観光振興が使途の

一つになっている入湯税（市町村税）との関係にも留意する必要がある。
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【宿泊税の制度設計③】納税義務者

自治体名 納税義務者 課税標準 課税免除

東京都 旅館業法に規定するホテル、旅館の宿泊者
ホテル又は旅館におけ

る宿泊数
なし

大阪府
旅館業法に規定するホテル、旅館、簡易宿所、

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る施設（民泊）、
国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設（特区民泊）の宿泊者

ホテル、旅館、簡易宿所、

民泊、特区民泊におけ
る宿泊数

なし

京都市
旅館業法に規定するホテル、旅館、簡易宿所、

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る住宅（民泊）の宿泊者

ホテル、旅館、簡易宿所、

民泊における宿泊数

修学旅行等の学校行事

（大学を除く）に係る宿泊

金沢市
旅館業法に規定するホテル、旅館、簡易宿所、

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業に係る住宅（民泊）の宿泊者

ホテル、旅館、簡易宿所、

民泊における宿泊数
なし

先行自治体の制度

ホテル、旅館、簡易宿所、民泊、特区民泊（以下「宿泊事業者等」という。）の宿泊者を対象とする。ホテル、旅館、簡易宿所、民泊、特区民泊（以下「宿泊事業者等」という。）の宿泊者を対象とする。ホテル、旅館、簡易宿所、民泊、特区民泊（以下「宿泊事業者等」という。）の宿泊者を対象とする。ホテル、旅館、簡易宿所、民泊、特区民泊（以下「宿泊事業者等」という。）の宿泊者を対象とする。
（課税免除の対象については慎重に検討を行う。）（課税免除の対象については慎重に検討を行う。）（課税免除の対象については慎重に検討を行う。）（課税免除の対象については慎重に検討を行う。）

納税義務者（案）

＜考え方＞
① 宿泊客は、宿泊施設の形態に関わらず行政サービスを一定程度享受していることから、 簡易宿所、

民泊及び特区民泊の宿泊者を納税義務者としないことは、公平性の観点から適切ではない。
② 本検討会議において、「宿泊税を導入する場合、民泊も含め不公平感のない形にしてほしい」という

意見が出されている。
③ 課税免除の対象については、先行自治体において対応が異なっており、宿泊事業者等にとっての

事務負担等も考慮に入れ、慎重に検討することが必要。
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【宿泊税の制度設計④】免税点

自治体名 免税点
（※一定金額以下は課税の対象とならない場合のその一定金額）

東京都 １万円

大阪府 １万円

京都市 なし

金沢市 なし

先行自治体の制度

免税免税免税免税点点点点は設けない。は設けない。は設けない。は設けない。

免税点（案）

＜考え方＞

① 宿泊客が享受する行政サービスの受益の程度は宿泊料金にかかわらず同等であることから、

広く課税し公平性を確保することが適当。

② 宿泊客は宿泊以外にも移動や物・サービスの購入等、様々な場面で消費しており、一定の担税力を

有すると考えられる。
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【宿泊税の制度設計⑤】税率

自治体名 税率 税収

東京都
10,000円以上～15,000円未満：100円
15,000円～ ：200円 約25億円（H30当初予算ベース）

大阪府
10,000円以上～15,000円未満：100円
15,000円以上～20,000円未満：200円
20,000円～ ：300円

約8億円（H30当初予算ベース）

京都市
～20,000円未満：200円

20,000円以上～50,000円未満：500円
50,000円～ ：1,000円

約46億円

金沢市
～20,000円未満：200円

20,000円～ ：500円 約7億円

先行自治体の税率

税率税率税率税率区分区分区分区分は設けない。は設けない。は設けない。は設けない。

税率（税率区分）（案）

＜考え方＞

① 宿泊客が享受する行政サービスの受益の程度は宿泊料金にかかわらず同等であることから、一律の

税率で課税し公平性を確保することが適当。

② 特別徴収義務者となることが想定される宿泊事業者等にとって簡素な制度とすることが望ましい。
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【宿泊税の制度設計⑤】税率

一律一律一律一律200200200200円とする。円とする。円とする。円とする。

税率（案）

＜考え方＞

① 新たな観光振興施策に要する事業規模（約３６億円）を確保することが可能。

② 東京都及び大阪府の最低税率（100円）や京都市及び金沢市の最低税率（200円）と比較し、

納税者にとって過重な負担ではないと考えられる。

＜財政需要＞

福岡県の観光振興に必要な新たな施策に要する事業規模（見込）は、年間約３６億円

＜税収見込＞

200円 × 1,800万人泊（※） ＝ 36億円／年

※H29年の延べ宿泊者数約1,700万人泊に①今後の宿泊者数の増加見込み、②訪日外国人の民泊における宿泊者数推計を加味したもの
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【宿泊税の制度設計⑥】徴収方法、特別徴収義務者及び課税を行う期間

徴収方法は特別徴収とし、徴収方法は特別徴収とし、徴収方法は特別徴収とし、徴収方法は特別徴収とし、特別徴収特別徴収特別徴収特別徴収義務者は宿泊事業者等とする。義務者は宿泊事業者等とする。義務者は宿泊事業者等とする。義務者は宿泊事業者等とする。

徴収方法（案）

＜考え方＞

全ての宿泊税導入先行自治体において、徴収方法を特別徴収とし、特別徴収義務者を宿泊事業者等としている。

個々の宿泊者から徴収することは困難であり、宿泊事業者等による特別徴収以外は現実的ではない。

東京都 大阪府 京都市 金沢市

税制度のあり方
についての検討

５年ごと 同左 同左 同左

税税税税制度制度制度制度のあり方にのあり方にのあり方にのあり方についてついてついてついて、５、５、５、５年年年年ごとにごとにごとにごとに慎重に検証慎重に検証慎重に検証慎重に検証する。（ただし制度開始当初は３年程度で検証する。）する。（ただし制度開始当初は３年程度で検証する。）する。（ただし制度開始当初は３年程度で検証する。）する。（ただし制度開始当初は３年程度で検証する。）

課税を行う期間（案）

＜考え方＞

全ての宿泊税導入先行自治体の宿泊税条例において、５年ごとに税制度のあり方の検討を実施する規定がある。

本検討会議においても、「税を導入するのであれば期限がある制度とすることが望ましい」という意見が出されている。

京都市では、条例施行後の状況を早急に把握し、適切に対応するため、早期に検証することとされている。

東京都 大阪府 京都市 金沢市

徴収方法
特別徴収
（特別徴収義務者（宿泊事業者等）が宿泊者から宿泊税を徴収し、
納入する）

同左 同左 同左
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【宿泊税の制度設計⑦】法定外税の新設等の手続

次のいずれかが該当すると認める
場合を除き、総務大臣はこれに同意
しなければならない。（地方税法第
261条、第671条、第733条）

① 国税又は他の地方税と課税標準
を同じくし、かつ、住民の負担が著
しく過重となること

② 地方団体間における物の流通に
重大な障害を与えること

③ ①及び②のほか、国の経済施策
に照らして適当でないこと

「特定納税義務者」

法定外税の納税額が、全納税者の納税
額総額の１０分の１を継続的に超えると見
込まれる者として、次の２つの要件をどち
らも満たすと見込まれる者

① 条例施行後５年間の合計で、当該納税
義務者に係る納税額が、その法定外税
の納税額総額の１／１０を超える見込み
があること

② 当該納税義務者に係る納税額が、その
法定外税の納税額総額の１／１０を超え
る年が、条例施行後５年間のうち３年以
上あると見込まれること
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【宿泊税の制度設計⑧】
法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に対する同意に係る処理基準及び留意事項等

（平１５・１１・１１ 総税企 第１７９号 各道府県 道府県税所管部長・市町村税所管部長、東京都総務・主税局長あて総務省自治税務局長通知）

第５ 法定外税の検討に際しての留意事項
１．地方税法に定める非課税規定について

地方税法においては、法定外税に係る非課税の範囲が以下のとおり定められているので、これらとの関係に十分留意するも
のとする。
（１） 当該地方公共団体外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生じる収入
（２） 当該地方公共団体外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生じる収入
（３） 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの（労働基準法又は船員法の

規定によって給付を受ける災害補償）
２．その他

法定外税については、税に対する信頼を確保し、地方分権の推進に資するものとなるよう、その創設に当たって、税の意義
を十分理解のうえ、慎重かつ十分な検討が行われることが重要であり、特に、次のことに留意すべきである。
（１） 地方公共団体の長及び議会において、①法定外税の目的、対象等からみて、税を手段とすることがふさわしいものであ

るか、②税以外により適切な手段がないかなどについて十分な検討が行われることが望ましいものであること。
（２） 地方公共団体の長及び議会において、その③税収入を確保できる税源があること、その④税収入を必要とする財政需要

があること、⑤公平・中立・簡素などの税の原則に反するものでないこと等のほか、⑥徴収方法、課税を行う期間等について
、十分な検討が行われることが望ましいものであること。

（３） 法定外税の課税を行う期間については、社会経済情勢の変化に伴う国の経済施策の変更の可能性等にかんがみ、税
源の状況、財政需要、住民（納税者）の負担等を勘案して、原則として一定の課税を行う期間を定めることが適当であるこ
と。

（４） 法定外税の創設に係る手続の適正さを確保することに十分留意し、納税者を含む関係者への十分な事前説明を行うこと
が必要であること。特に、特定かつ少数の納税者に対して課税を行う場合には、納税者の理解を得るよう努めることが必要で
あること。なお、地方税法第259条第２項、第669条第２項及び第731条第３項の規定により、都道府県又は市町村の議会にお
いて特定納税義務者から意見聴取を行う場合には、別途通知した「法定外普通税又は法定外目的税の新設又は変更に係る
特定納税義務者に対する意見聴取について」（平成16年５月19日総税企第73号）を踏まえて意見聴取を実施すること。
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【宿泊税の制度設計⑨】総務省留意事項等通知を踏まえた検討事項に係る整理

検討事項 説明資料

①法定外税の目的、対象等からみて、税を手段とする
ことがふさわしいものであるか

資料４【観光振興財源確保策の比較検討①】、
資料４【観光振興財源確保策の比較検討②】で整理

②税以外により適切な手段がないか 資料４【観光振興財源確保策の比較検討②】で整理

③税収入を確保できる税源があるか 資料４【観光振興財源確保策の比較検討②】で整理

④税収入を必要とする財政需要があるか 資料３で整理

⑤公平・中立・簡素などの税の原則に反するものでないか
資料【宿泊税の制度設計③】、
資料【宿泊税の制度設計④】、
資料【宿泊税の制度設計⑤】で整理

⑥徴収方法、課税を行う期間等十分な検討を行ったか 資料【宿泊税の制度設計⑥】で整理
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【宿泊税の制度設計⑩】課税自主権に基づき市町村が宿泊税を導入する場合について

宿泊税については、【宿泊税の制度設計②】において、本県が都道府県税として賦課・徴収した上で、その一

部を一定の基準に基づき市町村交付金として配分することについて整理したところである。市町村交付金につ

いては、下図左側で示す、税収の半分を交付金として配分するなど、県と市町村の事業主体に応じた配分を

検討することが必要。

今後、課税自主権に基づき市町村が独自に宿泊税を導入する場合には、旅行者に過重な負担が生じないよ

う、例えば、下図右側で示すように当該市町村内では、県主体事業分の金額のみ徴収することとした上で、当

該市町村には交付金を配分しないなどといった特例措置を設定するなど、慎重に検討することが必要。

原則  例外（市町村が課税する場合：不均一課税）

福岡県税：200円／人・泊
当該市町村以外

福岡県税：200円／人・泊
当該市町村内

福岡県税：100円／人・泊

県宿泊税　100円
＜市町村主体事業分＞
（市町村への交付金)

県宿泊税　100円
＜市町村主体事業分＞
（市町村への交付金)

市町村宿泊税　x円

県宿泊税　100円
＜県主体事業分＞

県宿泊税　100円
＜県主体事業分＞

県宿泊税　100円
＜県主体事業分＞

＜参考案＞
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＜参考資料①＞

全国知事会地方税財政常任委員会全国知事会地方税財政常任委員会全国知事会地方税財政常任委員会全国知事会地方税財政常任委員会
新しい新しい新しい新しい地方税源と地方税制を考える地方税源と地方税制を考える地方税源と地方税制を考える地方税源と地方税制を考える研究会研究会研究会研究会 報告書（報告書（報告書（報告書（平成３０年５月平成３０年５月平成３０年５月平成３０年５月）））） （抜粋）（抜粋）（抜粋）（抜粋）

４ 新しい税源についての方向性

（１） 観光客増加と更なる観光客誘致への対応

② 宿泊行為に対する課税に向けた検討

ハ 課税の方式について

地方税法に定める法定税又は法定任意税として新税を創設し、課税する場合には、観

光施策における都道府県と市町村の役割分担等を踏まえ、都道府県税にするか市町村

税にするかの整理が必要である。その際、①観光地と宿泊地が異なる場合の受益と負

担の関係や、②消費税・地方消費税創設以降の特別地方消費税等における対応、③税

源の偏在性の存在等を考慮すると、都道府県税として賦課・徴収した上で、その一部を

一定の基準に基づき市町村交付金として配分する方法や、国税として国が賦課・徴収し

、地方譲与税として一定の基準に基づき都道府県・市町村に譲与するなど地方共同の

税財源として位置付けることも考えられる。なお、観光振興が使途の一つになっている

入湯税（市町村税）との関係にも留意する必要がある。
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＜参考資料③＞

福岡県の人気観光地ランキング
（①観光地と宿泊地が異なる場合の受益と負担の関係２）

トリップアドバイザー
　「福岡県 観光」ランキング

場所

1 北九州市立いのちのたび博物館 北九州市
2 北九州市河内藤園 北九州市
3 南蔵院 篠栗町
4 宮地嶽神社 福津市
5 大濠公園 福岡市
6 海の中道海浜公園 福岡市
7 宗像大社　神宝館 宗像市
8 太宰府天満宮 太宰府市
9 九州鉄道記念館 北九州市

10 櫛田神社 福岡市
11 柳川川下り 柳川市
12 能古島 福岡市
13 マリンワールド海の中道 福岡市
14 筥崎宮 福岡市
15 竈門神社 太宰府市
16 舞鶴公園 福岡市
17 福岡市博物館 福岡市
18 九州国立博物館 太宰府市
19 志賀島 福岡市
20 関門海峡 北九州市

※駅、公共交通機関を除いている。
※10月15日時点
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＜参考資料④＞

（②消費税・地方消費税創設以降の特別地方消費税等における対応）

昭和３６年 平成元年 平成９年 平成１２年

料理飲食等消費税 特別地方消費税 3/31廃止

※消費税導入に伴い
改称

※地方消費税導入に伴い、

特別地方消費税は平成12

年3月31日をもって廃止する

ことを決定

税率３％
免税点
　・飲食   7,500円
　・宿泊 15,000円

地方消費税
（消費税の一定割合）

県が課税 県が課税 県が課税

税収の最大20％まで
市町村に交付

税収の２分の１を市町
村に交付

昭和２５年

入湯税

市町村が課税

標準税率
１人１日150円

昭和５３年
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③
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０
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収
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※
財

政
力

指
数

：
　

地
方

公
共

団
体

の
財

政
力

を
示

す
指

数
で

、
基

準
財

政
収

入
額

を
基

準
財

政
需

要
額

で
除

し
て

得
た

数
値

の
過

去
 3

 年
間

の
平

均
値

。
財

政
力

指
数

が
高

い
ほ

ど
、

普
通

交
付

税
算

定
上

の
留

保
財

源
が

大
き

い
こ

と
に

な
り

、
財

源
に

余
裕

が
あ

る
と

い
え

る
。

※
標

準
税

収
入

額
：

　
地

方
税

法
に

定
め

る
法

定
普

通
税

を
、

標
準

税
率

を
も

っ
て

、
地

方
交

付
税

法
で

定
め

る
方

法
に

よ
り

算
定

し
た

収
入

見
込

額
。

具
体

的
に

は
、

法
定

普
通

税
の

基
準

税
額

の
合

計
を

い
う

。

※
標

準
財

政
規

模
：

　
地

方
公

共
団

体
の

標
準

的
な

状
態

で
通

常
収

入
さ

れ
る

で
あ

ろ
う

経
常

的
一

般
財

源
の

規
模

を
示

す
も

の
で

、
標

準
税

収
入

額
等

に
普

通
交

付
税

を
加

算
し

た
額

。


